


被告人質問]

(8)同 日午後 9時 30分頃、被告人は、被害者に対 し、紙ブラジャーと紙シ

ョーツを渡 し、被害者は、全裸にそれ らを身につけた状態に着替えた。そ

して、被告人は、被害者 を施術用ベ ッ ドに横たわらせてアロママッサージ

を開始 した。 [被害者証言、被告人質問]

0 (3の 当時、マンションの一室である本件店舗には、被告人と被害者だけ

が在室 している状態であつた。 [甲 7、 被害者証言、被告人質問]

uO 被告人は、 1時間以上にわた り、上からタオルがかけられた状態で、被

害者の足、腰、背中等にアロママ ッサ~ジ を行つた。 [甲 9、 乙 4、 被害者

証言、被告人質問]

CD 仁0の後、被告人は、仰向けの被害者に対 し、首や肩を施術 しながら、合

わせて乳房周辺を触 り始めると、紙ブラジャーをず らして乳房を揉んだ り

乳首に触れた りした上、紙シ ョーツの隙間か ら手指を入れて陰部に指を挿

入 した り、紙ショーツをず らして陰部をなめた りするなどした。 [甲 9、 被

害者証言、被告人質問]

Oa 18)か らGDま での間、被害者が被告人に対 して自己の意思を明確に伝えた

ことはなかつた。 [甲 9、 被害者証言、被告人質問]

にЭ 被告人は、性的興味か ら、カメラを用いて、qDの様子を被害者に無断で

動画撮影 した。 [甲 9、 乙 7・ 8、 被害者証言、被告人質問]

(4)被害者は、着衣を着て リビングに移動 した後、被告人か ら代金の支払を

要求されたが、「支払いません」と言って拒絶 し、また、被告人に対 して、

「いつもこんなことをしているのですか」などと言い、被告人の了承を得

て支払をしないで退店 した。 [甲 9、 被害者証言、被告人質問]

4' 同月 18日 午前 0時 8分頃、被害者は、友人のオオシタに対 し、「マジで

ヤバいわ」とLINEで メッセージを送った。[甲 13、 20、 被害者証言 ]

任0 同日午前 0時 24分頃、被害者は、友人の岡本孝輔に電話をかけ、動揺

した様子で本件について告 白した上

個室に 2人きりだつたので、もし抵抗 とかして逆上された り、

最悪殺 された りすることを想像 して、怖 くて抵抗できなかつた。

旨告げた。 [甲 13・ 20、 被害者証言 ]

a動 同日午前 0時 35分頃、被害者は、友人の青木澄江に電話をかけ、本件

について告白した上

室内に相手の男 と2人 き りで、紙パンツと紙ブラジャー しか

身につけていなかつた上、服 も荷物 も置いてあったので、逃げ

られなかった。
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大声出 して暴れて拒否 したら、何 されるか分か らないからじ

っとしていたけど、気持ち悪かった

などと言つて説明 したc[甲 19・ 20、 被害者証言 ]

(181 同 日昼過ぎ頃、被害者は、警察に対 して、本件について被害申告 した。[被

害者証言 ]

3 被害者が被告人のわいせつ行為に同意 したことはなく、被告人の行為によ

って抗拒不能の状態になったこと

(1)争いのない前提事実から認められる事実から、被害者が被告人のわいせ

つ行為に同意 したことはなく、被告人の行為によつて拒絶不能の状態にな

つたことが認められること

ア 被害者が被告人のわいせつ行為に同意 したことがなく、被告人の行為

によつて拒絶不能の状態になったことが強く推認 されること

0 被害者は、通常のアロママ ッサージを標榜する本件店舗 を初めて訪

れたものであ り、 しかも、施術開始前に、被告人か ら、乳房や乳首、

陰部に触れることについて何 ら確認を受けず、明示的に了承 したこと

もなく、アロママ ッサージを依頼 したのであ り (前記 2(1)な い し(4)、

(6)、 (a)、 そ ぅした経緯は、被害者がアロママ ッサージの範囲を超 え

た前記 2にDの ようなわいせつ行為を許容 していなかった と推認 させ る

ものである。

材)ま た、そ うした経緯に加 え、事件当時、被害者は、初対面である年

上成人男性の被告人と 2人 きりの状態で、本件店舗であるマンション

の一室において、全裸に近い姿で被告人からアロママ ッサージを受け

ている中で、前記 2 CDの わいせつ行為を受けたのであ り (前記 2(1)、

(5)、 (8)な い し仁0)、 そのような状況は、被害者が、当初はまさかわいせ

つ行為ではないだろうと否定する混乱 した心理に陥 り、また、わいせ

つ行為だと確信 した後は、暴力を振るわれた りするのではないか、全

裸に近い状態のままでは逃げ出せないなどといった畏怖、困惑等 した

心理か ら、直ちに拒絶等の意思を示すのが極めて困難な抗拒不能の状

況にあつたことを推認 させるものである。

(以上の趣 旨につき、刊行 されている平成 29年 2月 23日 付け福岡

高等裁判所宮崎支部判決を参照 )

(ウ)さ らに、被害者は、事件後に着衣を身につけた後、施術室か らリビ

ングに移動 した際、被告人に対 し、「支払いません」 と言い、アロマ

マ ッサージ開始以降、初めて自己の意思を明確に伝えて、アロママ ッ

サージ代金の支払を拒む とともに、「いつ もこんなことをしているの
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ですか」 と被告人をとがめるなどしたのであ り (前記 2(И ))、 このよ

うな服を着て リビングに移動 してからす ぐに支払を明確 に拒否するな

どした被害者の態度は、被害者が被告人のわいせつ行為に同意 したこ

とはなく、被告人の行為によつて抗拒不能の状態になっていたことを

推認 させるものである。

国 以上の0ない し(ウ)か らすると、被害者が被告人のわいせつ行為に同

意 したことはなく、被告人の行為によつて抗拒不能になったことが強

く推認 される。

イ 前記アの推認を覆すような特段の事情が認められないこと

この点、被害者は、前記 2にDの わいせつ行為の途中か ら、「いく」な

どの喘ぎ声をあげた事実が認められる (甲 9)。

しか し、加藤治子証人 (以下 「力日藤証人」とい う。)の証言によれば、

被害者が 「いく」などの喘ぎ声を上げたことは、性的快感 を覚える部位

を刺激 され続けたことによる本人の意思 とは関係のない身体的反応にす

ぎず、また、「いく」 との言葉は、早くわいせつ被害が終わることを期待

する被害者心理か ら発せ られたこととしてあり得ることである。

なお、加藤証人の証言は、その医師 としての専門的知見 と性暴力被害

者の患者を診察 した経験に基づ くものであるか ら、その信用性に疑間を

差 し挟む余地はなく信用できる。

したがって、被害者が 「いく」などの喘ぎ声をあげた事実は、前記ア

の推認を覆す ような特段の事情 とはな り得ないことが明らかである。

ウ したがつて、争いのない前提事実か ら認められる事実か らだけでも、

被害者が被告人のわいせつ行為に同意 したことはなく、被告人の行為に

よって抗拒不能の状態になつていたことが認められる。

② 被害者証言は、前記(1)で述べた事実関係 と整合 し信用できるものであり、

その証言をも併せ考えれば、前記(1)ウ の認定は一層揺るぎないものである

こと

ア 被害者の証言要旨

被害者は、公判廷において

首か ら鎖骨付近のマッサージを受けた際、紙ブラジャーの中

に手が入 り過ぎているような違和感を感 じたが、そ うい うふ う

に思 う方が間違っているのかなと感 じた。

徐々に被告人の手が深 く入つてきて、胸をもまれた り、乳首

をつままれた りしたことで、わいせつ行為だと確信 した。

しか し、密室の状態で 2人 き りで、抵抗 して首を絞められた
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り、暴力を振るわれたら怖かったことや、ほぼ全裸の状態で、

外に逃げ出すことは難 しかつたことから、拒絶できなかったが、

同意 していたことはない。

また、被告人の顔が近づいてくる気配を感 じた とき、キスを

されるのではないかなどとい う嫌悪感か ら、顔を背けた。

被告人か ら、腕枕のようなことをされた際、顔 を被告人の方

に向けようとさせ られたけれ ども、向かないようにした。

わいせつ行為中、「いく」などと言つたことはあったが、それ

は体が性的に反応 ヒ́た り、被告人が満足 してわいせつな行為を

止めることを期待 したためであ り、わいせつ行為に同意 したわ

けではない。

服を着替えて部屋を出た後、 リビングで、被告人からお金の

請求があつたが拒否 した。

わいせつ行為を拒むことができなかつたのに、代金の支払を

断れたのは、もう服を着てる状態で、玄関まです ぐで、何があ

つても走れるかなと思つたからである。

本件店舗があるマンションに入る前に、友人のオオシタに対

し、施術者が男なので全裸になるが大丈夫かや、 ドキ ドキとの

メッセージを送信 したが、それは、施術時にバスタオルで覆っ

た り紙シ ョーツが準備 された りといつた配慮を してくれ るかが

気になるとい う意味であった。

旨証言 した。

イ 被害者証言が信用できること

(71 被害者証言は、通常のアロママ ッサージの体裁が整えられた店舗で

アロママ ッサージを依頼 したところ、被告人から事前説明もなくわい

せつ行為を受けたため、拒絶の意思を明確にできなかったが、事件後

に着衣を身につけて本件店舗を出られる状態になったことから、施術

者の被告人に対 して拒絶の意思を明確にできたとい うものであるとこ

ろ、この証言内容は、前記(1)ア 0な い しlblの事実関係 と合致するもの

である。

∽ また、被害者は、本件店舗を出た後、友人に拒絶できず被害に遭っ

たことを告 白するとともに、速やかに警察へ被害申告 してお り (前記

2 CDな いし03)、 こうした本件店舗を出た後の被害者の行動は、被告人

のわいせつ行為に同意 したことなどはなかつたものの、それを拒絶で

きない状態になつていた者の行動 として自然なものであり、その旨述
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べる被害者の証言は、本件店舗を出た後の被害者の行動 とも符合する.

(ウ)さ らに、甲 9に よれば、被害者は、わいせつ行為をする被告人から

顔を近づけられた際、右肩をベ ッ ドから離 して浮かせている様子 (フ

ァイル「Vid180117_232603」 の 21分 1秒頃から21分 30秒頃まで)

や、被告人の左腕を首の下に入れ られた際、顔 を左倶1に背けたままで

いる様子 (同 ファイルの 23分 8秒頃から23分 18秒頃まで)が認

められる。

これ らの場面は、被害者が被告人の顔から逃れ るため顔を左側へ背

けて右肩を浮かせた り、被害者が被告人から顔 を被告人の方に向かせ

られそ うになって抵抗 した りしたものと見ることができ、この点につ

いての被害者証言 と整合的なものである。

l‐l 次に、被告人のわいせつ行為の途中から、被害者が 「いく」などの

喘ぎ声をあげた事実が認められる (甲 9)。

しか し、前記 (1)イ のとお り、加藤証人の証言によれば、被害者が「い

く」などの喘ぎ声を上げたことは、身体的反応にすぎず、かつ、早 く

わいせつ被害が終わることを期待する被害者心理か ら発せ られたこと

としてあ り得ることであ り、この点についての被害者証言は、信用で

きる加藤証人の証言から支えられているものといえる。

(ガ また、被害者が友人のオオシタに対 して、施術者が男性なので全裸

になるが大丈夫かや、 ドキ ドキとのメッセージを送信 した理由につい

て、被害者が述べる証言内容も、バスタオルや紙ショーツがなければ、

男である被告人に裸体をさらすことになる点を気にかけたものとして、

何 ら不 自然なものでない し、それ らのメッセージには 「(笑 )」 の表記

が添えられていることをも踏まえれば、「ドキ ドキ」 とい うのも、そ う

した気持ちを冗談ぼ く告げたものとして十分理解できるものである。

なお、被害者がわいせつ行為を期待 していたのであれば、男性の友

人に対 してわざわざ本件店舗に行 くことを告げるはず もないことか ら

しても、それ らのメッセージは、被害者が被告人のわいせつ行為に同

意 していたと推認 させるものとは到底いえない。

(力)そのほか、被害者は、被告人とは本件まで何 ら関係がなかったので

あるから (前記 2(5D、 わいせつ被害に遭ったことを友人や捜査機関に

明らかに してまで虚偽証言を行 う動機は見出し難 く、現に被告人に対

して金銭の要求に及んだこともないのであつて、かつ、弁護人の反対

尋間にも揺 らいでいない状況をも踏まえると、証言の信用性に疑いを

生 じさせるものは認められない。
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ウ 以上のとお り、被害者証言は信用でき、その証言内容 をも併せ考慮す

れば、前記(1)ウ の認定、つまり被害者が被告人のわいせつ行為に同意 し

たことはなく、被告人の行為によつて拒絶不能の状態になったとの認定

は一層揺るぎないものである。

4 被告人に準強制わいせつの故意が認められること (被害者がわいせつ行為

に同意 していると誤信 してお らず、被害者が自らの行為によつて抗拒不能の

状態になつたことについての認識 )

(1)被害者の同意がなく、被害者が抗拒不能の状態になったことを基礎付け

る事実の認識が認められること

被告人は、被害者の同意がなく、被害者が抗拒不能の状態になったこと

を基礎付ける前記 3(1)ア 0に )の各事実を認識 していたと認められる。

唸)被告人の過去の経験や本件時の言動か らも、被告人が、被害者の同意が

なく、被害者が拒絶不能の状態になった との認識を有 していたことが強 く

推認 されること

ア 事前に被害者から明示的に同意を得ようとしなかつたこと

被告人は、過去に客に対 してアロママ ッサージを施術 した際、乳首付

近を触ろうとしたとき、「そこまでは結構です」などと言われて拒まれた

経験があるため (被告人質問)、 わいせつ行為を許容 しない客が存在する

ことを認識 していた。

そ うであるにもかかわらず、被告人は、被害者に対 し、わいせつ行為

をすることを明示的に確認 して同意を得ようとしていない (前記 20)。

こうした過去の経験にもかかわらず、被告人が明示的に被害者の意思

を確認 しなかつたこと自体、被害者の同意がないことを認識 していたこ

とを推認 させ るもの といえる。

この′は、被告人は、明示的に確認 しなかった理由について、「被害者が

国に出 して言 うのが恥ずか しいことだと思つていたので、聞かない方が

良いと思つた」などと弁解 しているが (被告人質問)、 かかる弁解は、被

告人供述を前提にす ると、被害者の同意があると認識 した上で、専 ら被

害者のためわいせつ行為を行 うとい うのであるから、む しろ後難を回避

するため明示的に被害者の意思を確認するのが自然であって、被告人に

とってその確認をす ることに支障もないのに、あえて明示的に確認せず

にわいせつ行為に及んだことを合理的に説明できてお らず、不自然であ

る。

イ 被害者の反応を窺 う態様のわいせつ行為を行つたこと

l~Fi 甲 9の動画によれば、被告人は、前記 2に Dの 際、当初は、乳房の同
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じ部位 には触れ続けず手指を滑 らせるなど施術を装 う方法で、平L房 の

周辺部から平L首のある中心部へと徐々に迫 りなが ら触 り (フ ァイル 「V

id180117 232603」 の 10分 30秒頃から21分 0秒頃までの約 10分

間)、 かつ、合わせて本来の施術部位である被害者の首及び肩への施術

も並行 していた (同 ファイルの 11分 30秒頃、 14分 11秒頃、 1

6分 34秒頃、 18分 20秒頃、 20分 28秒頃、被告人質問)。

その後、被告人は、被害者の予L首周辺をつまむなどしながら、その

顔を被害者の胸に埋めるなどして覆い被 さった り、乳首及び脇を話め

た りするなど、明らかに施術でない露骨なわいせつ行為を始めた後は、

本来の施術を行 う様子が全 く認められない (同 ファイルの 21分 2秒

頃からファイル 「Vid180117 235610」 の 9分 19秒頃までの約 18分

間)。

かかる被告人の とつた態様は、乙 8で被告人も自認 しているとお り、

被害者の反応を見なが らわいせつ行為を行ったものであることが明 ら

かであるところ、被告人が、真に被害者が同意 しているとの認識を有

していたのであれば、被害者の反応を窺いなが らわいせつ行為を進め

る必要などないのであって、それにもかかわ らず、被告人がかかる態

様に及んだことは、被害者の同意がなく、被告人が 自らの行為によつ

て抗拒不能の状態になっていることに乗 じてわいせつ行為を行 う認識

があったことを強 く推認 させる。

m この点、被告人は、施術の リズムからわいせつ行為に並行 して通常

の施術 も行つたにすぎない旨供述 している (被告人質問)。

しか し、かかる被告人の弁解は、前記0の とお り露骨なわいせつ行

為を始めてから約 18分間にわた り通常の施術を行つていないこと(甲

9、 被告人質問)を合理的に説明できてお らず、不自然である。

ウ 性的欲求を満たすために盗撮 したこと

m 被告人が被害者に対するわいせつ行為に性的興味を抱いて盗撮、記

録 していたことは (前記 20)、 被害者の意思に反 して性的欲求を満た

そ うとする行為であり、かかる盗撮行為は、被告人が被害者の同意な

く本件わいせつ行為を行 う意思があつたことと整合するものといえる。

に)こ の′像、被告人は、盗撮 とわいせつ行為は別物である旨供述 してい

るが (被告人質問)、 被告人が施術時のわいせつ行為時に盗撮 していた

のであるか ら、密接に関連 していることは明 らかであつて合理的な説

明になつていない。

工 支払拒否を容認 したこと
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(ア)被告人が、被害者から代金の支払を拒否 され、それ を容認 したこと

(前記 2(И))は 、代金を受け取ることができなくてもやむを得ない状

況があつたこと、つま り、施術時に被害者の同意な くわいせつ行為を

したことを認識 していたことを推認 させる。

(イ)こ の点、被告人は、被害者からの代金支払拒否を容認 した理 由につ

いて、以前の客か ら後で 「腟が痛い」などと言つてク レームを入れ よ

うとされた際のことを思い出 し、対応が面倒だと思ったためであると

供述 している (被告人質問)。

しか し、被害者から代金の支払を拒否 されるや、被害者の同意があ

ると思っていた とい う施術について何 らの事実確認 もせず、さしたる

や り取 りを しないで、対応が面倒だ と思い、す ぐに代金の受領 を諦め

たとい う弁解内容 自体、不自然でにわかに信用 し難い。

また、「腟が痛い」などと言つてクレームを入れようとされた客がい

たとい う出来事が捜査段階では述べ られてもないものであることに照

らせば、この点についての弁解は、む しろ後知恵によるものと見るの

が自然である。

(3)被告人の弁解は信用できず、被告人において、被害者がわいせつ行為に

同意 していると誤信するような特段の事情は認められないこと

ア 被告人の弁解内容

これに対 し、被告人は、被害者が同意 していると誤信 したとい う根拠

に関して、

m 足の施術で気持ちよさから身体の力が抜けて、自然 と足が大きく開

く形とな り、ベ ッドの端から端まで足を開いていたこと

(イ)そのほか、通常のマ ッサージをしている途中で、前戯の愛ぶのよう

に感 じている様子があつたこと

(ウ)前記 2 GDの 際、紙ブラジャーに手を入れて乎L房周辺を施術す ると、

被害者が吐息を漏 らしたこと

国 前記 2にDの 際、被害者が 「いく」などと喘ぎ声を上げたこと

い 前記 2任Dの 際、被告人が被害者の紙ショーツを脱がせ ようとしたら、

被害者が自分から腰を上げて協力する態度を見せたこと

を挙げた上、それを理由に、過去の客 と同 じく被害者 もわいせつ行為に

同意 し、かつ求めているものと思い、被害者のためわいせつ行為に及ん

だ旨弁解 している (被告人質問 )。

イ 被告人の弁解の信用性の検討

(71 この点、そもそも、前記 2(1)な い し(7)の とお り、被告人は、通常の
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アロママ ッサージを申し込んだ女性客である被害者に対 し、乳房や乳

首、陰部に触れることを確認せず、明示的にその了承を得ることもな

く、わいせつ行為に及ぶことを考えたのであるか ら、その行為が通常

は被害者の意思に反するものであることを認識 していたはずである。

そ して、被告人が、前記唸)イ のように、被害者 の反応を窺 う態様を

とったことは、正にそ うした認識を有 していたことの証左である。

∽ わいせつ行為に着手 した時点で、被害者がわいせつ行為に同意 して

いると誤信するような事情は全く認められないこと

被害者は、上か らタオルをかけられた状態で足を広げたにすぎず (前

記 2仁0)、 施術に必要な体勢を取っただけであるか ら、その挙動からわ

いせつ行為を求めたものとは認められない。

また、わいせつ行為を開始する前に被害者が前戯の愛ぶのように感

じている様子があつたとの被告人の弁解は、何 ら具体的でない。

その上で、前記0で述べたことも併せ考慮すれば、結局の ところ、

被告人がわいせつ行為に着手 した時点で、被告人において、被害者が

わいせつ行為に同意 していると誤信するような事情は全く認められず、

被告人の弁解は不合理である。

(ウ)わいせつ行為に着手 し、一定時間 した後に関す る被告人の弁解 も、

被害者がわいせつ行為に同意 していると誤信するような事情 とはな り

得ないこと

a 甲 9に よれば、被告人が被害者の紙ショーツをず らした際、こと

さらに被害者が 自分から腰を上げて協力する状況は認められないた

め (フ ァイル 「Vid18011■ 232603」 の 27分 10秒頃)、 被害者が紙

ショーツを脱が されるのを協力 した旨の被告人供述 (前記ア閉)は、

その事実 と合わない。

b 他方、甲 9の動画によれば、前記ア l」・lの とお り、被害者がわいせ

つ行為を受けて 「いく」などの喘ぎ声を出 した事実が認められ、ま

た、前記ア(ウ)の とお り、その際に被害者が吐′自、を漏 らす音声は記録

されていないものの吐息を漏 らした可能性 も否定できない。

しか し、前記 3(1)イ で述べたとお り、被害者が、早 くわいせつ行

為が終わることを期待する心理を伴い得る身体的反応を示 したか ら

といって、被害者の意思を明示的に確認 もしていないのに、それを

理由に被害者がわいせつ行為に同意 していると確信できるはずがな

い 。

身体的反応 とわいせつ行為の同意は全くの別物である上、仮に被
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告人が過去に施術 した客の中に被害者 と同じ反応を した者が何 ら被

害を訴えなかつたことがあったとしても、これ まで客か らわいせつ

行為の明示的承諾を得たことがなかったとい うのであるから (乙 8、

被告人質問)、 承諾 していたのか泣き寝入 りしていたのかが分からな

いのであ り、このことからしても、被害者の意思を明示的に確認 し

ていない被告人にとって、被害者のそ うした身体的反応からわいせ

つ行為に同意 していると確信できるはずがない。

以上に加えて、前記0及び∽で述べたことを併せ考えれば、結局

のところ、被害者のそ うした身体的反応に関す る点 も、被告 人にお

いて、被害者がわいせつ行為を同意 していると誤信するような事情

とはいえず、被告人の弁解は信用できない。

l」■l したがつて、被告人の弁解は信用できず、被告人において、被害者

がわいせつ行為に同意 していると誤信するような特段の事情は認めら

れない。

5 以上述べたことか らすれば、被害者が被告人のわいせつ行為に同意 したこ

とはなく、被害者は被告人の行為によつて抗拒不能 となってお り、被告人に

おいて、自己のわいせつ行為について被害者が同意 していると誤信 したこと

がなかったことは明らかであり、被告人には本件準強制わいせつ罪が成立す

る。

第 2 情状関係

1 被告人の犯行は、被害者が紙ブラジャー及び紙 ショーツ姿で施術用ベ ッ ド

の上に横たわ り、アロママ ッサージの施術を受けられるもの と思っている状

況や、そ うした客に対するマ ッサージ師 とい う立場を利用 し、相手が抵抗 し

てこないと見るや、被害者の両乳房などを触った り腟内に手指を挿入するな

どした、被害者の性的羞恥心を酷 く侵害 した卑劣かつ職業的な犯行態様 とい

える。

2 被害者は、アロママ ッサージを受けるため本件店舗を訪れ、施術者である

被告人 と2人 き りで抵抗が困難な状態で、本件被害に遭ったのであるから、

その肉体的、精ネ申的苦痛は計 り知れないものがある。

それにもかかわらず、被告人は、被害者に対 し、これまで慰謝の措置を全

く取 らず、後記の とお り、自分勝手な主張を繰 り返 したのであるから、被害

者が被告人に対する厳重処罰を望むのも至極当然である。

3 被告人は、公半Jに 至っても、独 自の価値観 を主張 して、被害者の承諾があ

ると思っていたなどと不合理な弁解に終始 して責任回避に汲々としてお り、

反省の態度は皆無である。
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かかる被告人の態度に力日え、適正な監督者が見受けられないこと、職業的

犯行であることを考え合わせると、被告人には再犯が強 く心配される。

4 以上によれば、被告人の刑事責任は重 く、被告人に前科がないことなど、

被告人に有利な事情を考慮 しても、被告人に対 しては厳罰 をもつて臨むべき

である。

第 3 求刑

以上諸般の事情を考慮 し、相当法条を適用の上、被告人を

懲役 3年

に処するのを相当と思料する。

以 上
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